
 

 

 都 市 計 画 部   

まちづくり政策課 

                         直通 055-934-4760 

 

  「沼津市中心市街地まちづくり戦略」に基づき、沼津駅周辺をヒト中心の空間に再編す

るまちづくりを進めるなか、公共空間のさらなる利活用を促進するため“ほこみち制度”

を活用し、イーラ de南側道路に新たなにぎわいを創出していきます。 

 

■“ほこみち”とは 

「歩行者利便増進道路」の通称で、道路を歩行者が歩くだけでなく、滞在できるにぎわい 

を目的とした空間として位置づけることが可能となる制度です。 

ほこみち指定をすることにより、購買施設（オープンカフェ、キッチンカー）や休憩施設

（ベンチ、テーブル）などの設置が可能となります。 
 

■ほこみち指定区域 

 指定日 令和８年３月 27日（金） 

 場 所 （都）三枚橋錦町線 約 130ｍ 

静岡県内で 15か所目の指定（市内２か所目） 

 ※路肩を活用した指定は静岡県内初！  
 

■事業内容 

ほこみち指定に併せてパークレットを拡張する 

とともに、暑熱対策として日陰を生むパーゴラや 

屋根付きベンチテーブルを設置します。 

また、キッチンカー等の出店スペースも設置 

し、民間事業者の出店を募ります。 

 

 

 

 

 

■今後の予定 

 令和８年４月～７月まで拡張工事。 

  また、パークレットの供用開始に併せてオープニングイベントを開催予定。 

屋台やキッチンカーなどの出店、周辺商店街との連携等により、公共空間のさらなる活用

を提案し、新たなにぎわいの創出を図ります。 
 

■問合せ 

沼津市 都市計画部 まちづくり政策課  電話：055-934-4760 

沼津市定例記者会見発表 ２                          令和８年3月30日 

イーラ de南側道路が 

“ほこみち”に指定されました！  

 

ほこみち指定区域
現況歩道

 

 
将来的な公共空間活用イメージ 

 

パーゴラ 屋根付きベンチテーブル 


